
◯京田辺市海外留学・ホームステイ受入補助金交付要綱 

                     平成２９年３月３１日 

                         告示第５７号 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、住民の国際交流のための機会をつくり、国際感覚の醸成

を図るとともに、本市の魅力を広く世界へ発信するため、語学研修等で海外

へ留学すること又は外国人を自宅に宿泊させ、共に生活することに対し、京

田辺市補助金等の交付に関する規則（平成２年京田辺市規則第１９号）及び

この告示に定めるところにより、海外留学・ホームステイ受入補助金（以下

「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （補助対象の種類等） 

第２条 この告示に定める補助の種類は、次に掲げるものとする。 

（１） 海外留学補助金 小学生以上の者の語学研修等の留学を支援するも

の 

（２） ホームステイ受入補助金 外国人（国内に申請時点において１年以

上在留している者を除く。）を自宅に宿泊させ、共に生活することを

支援するもの 

２ 補助金の交付は、海外留学補助金は個人に、ホームステイ受入補助金は世

帯に対し、それぞれ同一年度内において１回を限度とする。ただし、年度を

越えた海外留学又はホームステイ受入れについては、海外留学又はホームス

テイ受入れの開始に属する年度の申請又は翌年度の申請のいずれか一方に対

し交付するものとする。 

３ 海外留学補助金の交付は、一の留学で１回を限度とし、交付決定の日の翌

日から起算して２年を経過していない個人は、海外留学補助金の対象外とす

る。 

 （補助金の額） 

第３条 補助金の額は、別表のとおりとする。 

２ 市長は、予算の範囲内において、前項の補助金を交付するものとする。 



 （補助金の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（ホームステイ受入補助金の場合に

あっては、世帯を代表する者。以下「申請者」という。）は、市長が定める

日までに、京田辺市海外留学補助金交付申請書（別記様式第１号）又は京田

辺市ホームステイ受入補助金交付申請書（別記様式第２号）に、次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 実施計画書 

（２） 現地の受入機関若しくは仲介機関等が発行する海外留学を証明する 

書類又はホームステイ受入れを証明する書類 

 （補助金交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

交付の適否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、交付すると決定したときは京田辺市海外留

学・ホームステイ受入補助金交付決定通知書（別記様式第３号）により、交

付しないと決定したときは京田辺市海外留学・ホームステイ受入補助金不交

付決定通知書（別記様式第４号）により、申請者に通知するものとする。 

 （変更の届出） 

第６条 申請者は、申請書の記載事項に変更のあった場合は、京田辺市海外留

学・ホームステイ受入補助金変更届出書（別記様式第５号）を速やかに市長

に提出しなければならない。ただし、補助金の額を増額する内容の変更はで

きない。 

 （海外留学補助金申請者の遵守事項） 

第７条 海外留学補助金の申請者は、補助金の交付を受けるに当たり、次の事

項を遵守しなければならない。 

 （１） 市長が提供する資料を活用し、留学先において本市を広く知っても 

らうための情報発信をすること。 

 （２） 申請者の氏名及び実施報告書に記載した内容を市ホームページ等で 

公表することについて同意すること。 

 （実績報告） 

第８条 申請者は、補助金交付の対象となった海外留学又はホームステイ受入



終了の日から起算して１か月以内又は交付決定日の属する年度の翌年度の４

月１０日までのいずれか早い日までに、京田辺市海外留学補助金実績報告書

（別記様式第６号）又は京田辺市ホームステイ受入補助金実績報告書（別記

様式第７号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない

。 

（１） 実施報告書 

 （２） 海外留学又はホームステイ受入れの様子が分かる写真 

 （補助金の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、海外留学又はホーム

ステイ受入れの成果が補助金の交付決定の内容に適合しているかを調査し、

適合すると認めたときは補助金の額を確定し、京田辺市海外留学・ホームス

テイ受入補助金交付確定通知書（別記様式第８号）により当該申請者に通知

するものとする。 

（補助金の請求） 

第１０条 申請者が補助金を請求するときは、前条に規定する通知を受け取っ

た後、速やかに京田辺市海外留学・ホームステイ受入補助金交付請求書（別

記様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し） 

第１１条 補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると

きは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

（１） 補助金を目的外に使用したとき。 

（２） 海外留学又はホームステイ受入れを届出なく変更し、又は中止した 

とき。 

（３） この告示又は補助金交付の条件に違反したとき。 

（４） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定

めてその返還を命ずるものとする。 

 （委任） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （京田辺市国際交流体験補助金交付要綱の廃止） 

２ 京田辺市国際交流体験補助金交付要綱（平成２年京田辺市告示第３６号） 

は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この告示の施行の日前に前項の規定による廃止前の京田辺市国際交流体験

補助金交付要綱の規定により補助金の交付決定を受けた者に対する取扱いに

ついては、なお従前の例による。 

附 則（令和２年３月２７日告示第６１号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月２２日告示第１９１号） 

この告示は、令和４年７月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

補助の種類 補助金の額 備考 

海外留学補

助金 

留学期間１週間（宿泊数

７泊）につき１０，０００

円とし、５週間を限度とす

る。 

 

― 

ホームステ

イ受入補助

金 

宿泊数１泊につき２，０

００円とし、５泊を限度と

する。 

外国人が２人以上であっ

ても、２人目以降は補助金

交付の対象とならないもの

とする。 

 


